
高教組、兵庫教組から県教委に要求

改定給特法附帯決議(定数改善、超勤縮減､２級適用等）の早期実現を
義務教特別手当･給料の調整額等の手当引き下げ､主務教諭導入に反対

改定給特法のポイント

①教職調整額を4％から1年1％ずつ10％に

引き上げ（義務教育等教員特別手当と
特別支援学校の｢給料の調整額」を削減）

②教育委員会に業務量管理･健康確保措置

実施計画(＝勤務時間削減計画)の策定
③「主務教諭」をおくことができる

（兵庫では｢教諭｣と｢主幹教諭｣の間）

④担任手当を支給できる
（特別支援学校には不支給）

⑤2026年1月1日より施行

※｢調査情報09号｣でも紹介しました。

表題の附帯決議の前に｢常勤講師と

同等の職務を遂行している」とあり

ます。また、法案審議の際、あべ文
部科学大臣からも二級適用可能と答

弁がありました。

県教委に直ちに全ての常勤講師に
二級適用をするよう要求しています。

｢教職調整額の引上げが
他の教育予算の削減に繋
がることがないよう、必要
な財源を確保すること｣

(参議院附帯決議)

本田由紀東大大学院教授は、参議
院の参考人として「1966年当時、残

業約8時間で教職調整額は4%。これを

適用すると、2022年度の教員勤務実

態調査で、小学校は約41時間、中学
校で約58時間、適正な調整額割合は、

小学校は20.5％、中学校は29%でなく

てはならない。30時間に抑えても15
％は必要」と発言されています。

10％になっても全く労働の対価に

見合いません。他の手当の引き下げ
を原資とすることなどあり得ません。

「教職調整額の引き上げに際し、

義務教育等教員特別手当、給料の調
整額等の他手当の引き下げを行わな

いこと」と要求しています。

｢主務教諭の配置が地方
公共団体による任意設
置｣ (衆議院・参議院附帯決議)

教職員の協力・共同体制を破壊し

かねない「主務教諭」の導入は不要

と要求しています。

｢働き方改革の目的は･･･教
職員定数の改善など教育
条件の整備も一体として同
時に進めること｣

(衆議院・参議院附帯決議)
１箇月３０時間としても縮減するた

めには、教職員定数の増が必須です。

高教組は、県教委に、国に教職員定

数の計画的な改善を促進するよう要望
すると共に、県独自で定数改善を実施

し、早期に高校３５人以下学級と、特

別支援学校の定数を大幅に改善するこ
とを要求しています。

｢働き方改革については･･･
業務の見直しや支援スタッ
フの予算化など･･･実施する
ことが必要｣ (参議院附帯決議)

現在も業務支援員の方が配置されて

いますが、高教組はこの附帯決議を受
け、「専門的な知識技能や資格等を有す

る職員を各校に配置すること」と要求

しています。県の担当者に繋がりにく
い電話で対応を求める方法より、各校

に専門的知識を有した常勤の業務支援

員の配置を求めます。

｢臨時的任用教員の給与決
定について、総務省通知か
ら二級発令は可能･･･教育
委員会に周知徹底する･･･財
政措置がされることも周知
すること｣

(参議院附帯決議)

として労働基準法にいう労働時間とは
認めないという立場です。

しかしながら、これには批判が多く、

教育委員会に｢業務量管理･健康確保措
置実施計画｣を策定させ(第７条抜粋)、

「政府は、令和十一年度までに、･･･一

箇月時間外在校等時間を平均三十時間

程度に削減することを目標」(附則第三
条)としています。高教組は、残業手当

不支給のもと、３０時間でも残業があ

ることは容認できません。附帯決議は、
さらなる削減を求めており、当然です。

衆参共に附帯決議には「持ち帰り業

務を増加させてはならない」とし、サ
ービス残業等について「校長等が虚偽

の時間外在校等時間を記録させること

があった場合、信用失墜行為として懲
戒処分等の対象」とまで断じています。

高教組は、「校長ら管理職による持ち

帰り残業とサービス残業の強要を絶対
にさせないこと」と要求しています。

｢1箇月あたり30時間程度ま
では時間外在校等時間を認
めるという趣旨ではない｣

(参議院附帯決議)

改定給特法でも、教員の超過勤務は「限
定４項目」以外は、教員の自主的な行動

ILOとユネスコ｢教員の地位に関する勧告｣適用合同専門家委員会(CEART)は日本政府に教員の残業代不支給に｢適切に報酬を支払う制度｣にと勧告しています。

高教組HPにもUP ※給特法への附帯決議(定数改善、中高の３５人学級、長時間勤務縮減、二級適用など)は、高教組他の運動の成果です！

7 月 18 日､高教組、兵庫教組(義務制学校の組合)の両教組で「改定給特法成立
後の賃金手当および勤務に関する要求書」を県教委に申し入れました。6 月 11
日、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)

他関連法の一部が参議院で 21 もの附帯決議とともに採択され成立したことを受
けてです。教職員の賃金と労働条件に関わることとして交渉を求めています。


